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（様式２） 

令和５年５月８日 

女性の就農環境改善計画 

（令和５年度女性の就農環境改善支援事業） 

 

実施するメニュー 

（該当に○） 

第４の（１）（施設等確保の取組） 〇 

第４の（２）（グループの新たな取組）  

 

１ 地域取組主体の概要 

名称 Y’S Agri合同会社 

所在地 千葉県千葉市若葉区貝塚2‐9‐2 アネックス都賀402 

代表者 芳澤 和哉 

主な組織の事

業内容（注） 

・事業内容：イチゴの観光農園（生産・加工・販売） 

・従業員数：14名（うち9名女性） 

・経営規模：21a(品目：園芸ハウスいちご16a、いちご育

苗棟5a) 

・農業関連事業：加工品の作成・販売、農業コンサルテ

ィング 

・女性の活躍促進を含む事業取り組み（カフェや移動販

売を含む加工販売、農場長（研修・勉強制度）、コン

サルティングに必要な知識・技能の獲得） 

 

女性農業者の

人数：9名 

（注）主な組織の事業内容は、具体的に記載する。 

 

２ 事業実施体制 

●実施主体として適正な管理を進める為、下記の通りの体制で行います。 

名称 女性従業員グループ  ワイズアグリ  外部機関 

形成す

る人員 

従業員で組織された

女性グループ 

← 

役割 

分担 

更衣室を管理する法

人 

→ 

依頼 

電気・設備関連の専門

的知識が必要な業者 

実施 

内容 

定期的な清掃・管理 

更衣室の利用 

 

→ 

利用 

ロッカーの設置、鍵

の管理、電球等のイ

ンフラを管理しま

す。 

← 

点検 

エアコン清掃、電気点

検、防火点検等の外注

作業を請け負う 

 ↓PR  ↓リクルート   

 女性の就農希望者   

上述の体制を元に、研修や視察に来る女性に対しても更衣室・休憩所の利用を許容
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し、女性の農業参入の促進に努めていきます。具体的には、インターネット上のリクル

ートサイトに、女性更衣室の利用をPRします。加えて、女性が働きやすいライフプラ

ン・キャリアアッププランをワイズアグリと一緒に作成していきます。 

（注）実施に必要な関係機関との実施体制を記載する。 

３ 女性の農業への呼び込み・定着・活躍のための取組計画（実績） 

（１）地域取組主体における女性の農業への呼び込み・定着・活躍の課題（注） 

【社会情勢等を踏まえた地域の女性農業者の課題】 

●農業に従事する女性の課題として、休みが取れない農業の特質や過酷な労働環境が挙

げられます。依然として、出産や育児といった部分は女性が家庭内で多くの役割を担

っています。 

そこで当園では、会社経営として複数名で農業経営を行う体制づくりを促進していま

す。現在、いちご観光農園の拡大や多店舗展開を検討しています。規模の拡大に向け

て、女性の雇用やキャリアアッププラン、ライフプランも併せて提案し、女性の農業

従事者数を増加させていく活動をしています。 

 

【現状の労働環境を踏まえた施設等の必要性（既存の施設等の利用状況を含む）】 

●女性従業員のうち、4名が農作業員として従事しています。また、受付や説明要員と

しても5名が観光農園で仕事をしています。 

しかし、ハウス内は冬場であっても28℃を超える温度で管理しているため、汗をか

いたりして着替えるスペースが無く、涼しい場所で休憩することも難しい状況です。

これまでも女性従業員から「男性従業員の目を気にせず着替えられる場所がほしい」

との要望が上がっています。このことから、空調管理ができる個室を用意し、他人の

目線を気にせずすむスペースを確保することが急務であると考えています。 

 

【その他女性の農業への呼び込み・定着・活躍の課題】 

 ●農業雇用の促進には、各個人に合ったキャリアプランとライフプランを提示してい

くことが必要と考えています。例えば、女性にとって出産は金銭的にも肉体的にも制

限がかかります。弊社では、規模の拡大に合わせ産休・育児休暇の制度や託児所の設

置などを検討していくことで対応していきたいと考えております。女性の農業活動促

進していけるような支援を農業界として進めていく必要があると考えております。 

 

（注）（２）、（３）の取組に係る具体的な課題を記載する。 

  

（２）女性の働きやすい環境を整備するための託児スペース、男女別トイレ、更衣室等の
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確保にかかる計画（実績） 

確保する施設

等の区分 

①託児スペース ②男女別トイレ ③更衣室 ④休憩スペース  

⑤アシストスーツ、高さが調節できる作業台等の備品の確保 ⑥その他 

区分番号 

（注1） 
時期 確保場所 数量 

利用する

女性農業

者（注2）

の人数 

事業費

（千円） 

 

備考 
国庫補助金 

③更衣室兼

④休憩スペ

ース 

R5.4 

 

駐車場とハウ

スの間（地

目：雑種地） 

１ 9 1,663,750 1,512,500  

計 1 9 1,663,750 1,512,500  

 （注1）「確保する施設等の区分」から該当する区分番号を選択し、記載すること。また、⑤又は⑥

を選択した場合は、確保する施設等の名称も記載すること。 

 （注2）農業者は、新規参入者、自営農業就農者（結婚を機に就農された者を含む）、雇用就農者、

アルバイト、ボランティア等の農業関連事業を含む年間30日以上従事の者とする。 

    農業関連事業とは、農産物製造・加工、農畜産物の貯蔵、運搬、販売、農業生産資材の製造、

農作業の受託、都市住民等の農作業体験施設の設置・運営や民宿業を含む。（３）において同

じ。 

 （注3）必要に応じて項目を変えずに行を追加すること。 

 

 

 

（３）女性農業者グループの立ち上げ、グループ活動の開始又は発展のための新たな取

組にかかる計画（実績） 

取組区分 
①商品等開発 ②先進地視察 ③会員募集・農業体験の受入等にかかる取組  

④研修会 ⑤マルシェ開催に向けた取組 ⑥その他 

区分番号 

（注1） 
時期 内容 

実施

回数 

参加する

女性農業

者の人数 

事業費

（千円） 

 

備考 
国庫補助金 

  

 

      

  

 

      

計      

 （注1）「取組区分」から該当する区分番号を選択し、記載すること。 
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 （注2）必要に応じて項目を変えずに行を追加すること。 

 

【事業成果及び今後の展開】 
  ※第４の（２）「グループの新たな取組」のみ記載 

※区分番号に対応するように記入ください。 

  ※どのようにグループ活動の活性化及び今後の活動に繋がるか分かりやすく記入ください。 

  ※できる限り、数値目標を入れてください。 

  ※商品づくりに関しては、翌年度以降の販売事業計画も併せてご記入ください。 

区分番号 事業成果、今後の展開 

  
  
  
  
  

 

４ 本事業を活用した取組計画（注） 

時期 取組内容・回数 備考 

 

 

現在進行中 

 

 

 

 

現在進行中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性の農業への呼び込み・定着・活躍のための応募団体に

おける取組（既存の取組を含む）】 

・幅広い作業内容と勤務形態を提案している。 

  当園では、ダブルワークで週末に勤務している女性従業

員も在籍しています。また、18歳の高校生、子育て世代、

65歳以上の女性従業員もおり幅広い雇用形態を提案するこ

とで、女性の雇用促進につなげています。 

・女性の研修・視察の受け入れ。 

  女性の就農を促進するために、働きやすく・学びやすい

環境を提供しています。また、千葉市の農政課で行われて

いるアドバンス研修受け入れや、農業委員会の女性部の視

察研修（船橋、JA八千

代）の受け入れ実績が

あります。また、勉強

会の開催やセミナーの

開催を行っています。 

このように広域に波及

するように勉強会や女性雇用促進の場に積極的に参加して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性部会の視察 
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現在進行中 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月 

 

 

 

 

 

 

2023年10月 

 

2023年3月 

 

2023年9月 

 

【本事業を活用した取組の実施方針】 

・女性雇用促進の取り組み紹介を積極的にする。 

 自社のHPや所在地である千葉市での新規就農者やそれを志

す方たちに向けて、働きやすい農業現場があるということ

をPRしていきます。また、現在支援している新規就農者

（女性）にも労働環境整備の取り組みや課題について共有

し、農業界全体の女性進出を応援するような活動をしてい

きます。 

・女性の応募数を増やす。 

 2023年10月にイチゴの生産ハウスを増築予定です。その生

産ハウスでは女性の新規就農者の研修ハウスとしても活用

していく予定となっております。その為、従業員（女性）

の雇用を促進していきたいと考えています。 

 

【具体的に実施する取組内容】 

・女性新規就農者もしくは就農を目指す人たちにPRをしてい

く（求人サイトへの公表・HP更新）。 

・地域の農業従事者との情報交換/視察

の受け入れ（年3回以上） 

・女性の呼び込みに向けた農業体験会の

開催（イチゴの定植大会、手入れとパ

ック詰め体験等）（年3回以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 

・相談会やリク

ルート活動とし

て、年2回行う。 

・就農PRとして、

体験会や視察受

け入れ年3回以上

を行う。 

 

（注）３の取組を踏まえ、５の目標の達成のために実施する取組内容を具体的に記載する。 

 

 

５ 女性農業者確保の目標（注） 

翌年度末までの女性農業者の新規確保人数（注） 

事業実施年度     ９人 

事業実施翌年度    ５人 

合計        １４人 

（女性農業者の新規確保人数の内訳） 

自営農業就業者  １人、雇用就農者  ２人、 アルバイト等 １１人 

（注）事業実施年度の翌年度末までの新規確保人数。 

 

植付体験 
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（参考） 

上記女性農業者確保の目標に係る女性の確保の計画 

（第４の（１）「施設等確保の取組」のみ記載） 

【事業実施年度】R.5 

（取組予定業務）正社員（当社に係る事業全般） 

（採用時期）  令和５年１２月頃 

（人数）    ２名程度（新規就農支援も含む） 

【事業実施翌年度】R.5 

（取組予定業務）イチゴの生産（農作業） 

（採用時期）  令和５年１２月頃 

（人数）    ３名 

 

※必要に応じ、計画の詳細等を記載した資料を添付すること。 

※国が必要と求める資料については、求めに応じ、遅滞なく提出しなければならない。 


	（様式２）

